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屋
外
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を
表
示
す
る
に
は�

知
事
の
許
可
が
必
要
で
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群
馬
県
内
で
「
屋
外
広
告
業
」

を
営
む
場
合
は
、
群
馬
県
知
事
の

登
録
が
必
要
で
す
。

屋
外
広
告
物
を
設
置
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
必
ず
登
録
業
者
に

依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

県
内
の
屋
外
広
告
業
登
録
業
者

は
、
群
馬
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
屋
外
広
告
業
の
登
録
申
請

窓
口
は
群
馬
県
都
市
計
画
課
で
す
。

※
条
例
に
違
反
し
て
広
告
物
を
表

示
す
る
と
、
勧
告
や
措
置
命
令
が

行
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
従

わ
な
い
場
合
に
は
、
屋
外
広
告
業

の
登
録
が
取
り
消
さ
れ
た
り
、
告

発
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
悪
質
な
場
合
は
、
罰
金

刑
な
ど
に
処
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

群
馬
県
都
市
計
画
課
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広
告
物
も
町
の
景

観
の
ひ
と
つ
で
す

広
告
物
は
周
囲
の
景
観
に

影
響
を
与
え
ま
す
。
周
囲
と

調
和
し
た
広
告
物
が
求
め
ら

れ
ま
す
。
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○
○

ー
ル
な
ど
に
は
、
屋
外
広
告
物
を

表
示
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
電
柱
、
街
灯
柱
に
は
、

は
り
紙
、
は
り
札
、
立
看
板
、
広

告
旗
を
表
示
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

禁
止
地
域

禁
止
地
域
に
は
、
原
則
と
し
て

屋
外
広
告
物
を
表
示
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

屋
外
広
告
物
の
表
示
の
許
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
許
可

申
請
書
に
関
係
書
類
を
添
付
の

上
、
土
木
事
務
所
施
設
管
理
係
へ

提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
詳
し

く
は
、
土
木
事
務
所
施
設
管
理
係

へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

許
可
申
請
に
は
、
手
数
料
が
か

か
り
ま
す
。
種
類
や
面
積
、
個
数

に
よ
り
金
額
が
異
な
り
ま
す
。
許

可
手
数
料
は
、
群
馬
県
証
紙
で
納

め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

屋
外
広
告
物
を
表
示
す
る
際
に

注
意
す
べ
き
点
に
つ
い
て
、
設
置

場
所
、
面
積
な
ど
の
許
可
基
準
が

定
め
ら
れ
、
許
可
基
準
に
適
合
し

な
い
も
の
は
表
示
で
き
ま
せ
ん
。

許
可
期
間

屋
外
広
告
物
の
種
類
ご
と
に
許

可
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

許
可
期
間
を
超
え
て
表
示
を
希
望

す
る
場
合
は
、
更
新
の
手
続
き
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

禁
止
広
告
物

著
し
く
破
損
し
、
ま
た
は
老
朽

化
し
た
も
の
、
信
号
機
、
道
路
標

識
ま
た
は
道
路
工
事
用
標
識
な
ど

に
類
似
し
、
ま
た
は
こ
れ
ら
の
効

果
を
妨
げ
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

な
ど
は
、
表
示
が
で
き
ま
せ
ん
。

禁
止
物
件

橋
り
ょ
う
、
ト
ン
ネ
ル
、
街
路

樹
、
信
号
機
、
道
路
標
識
、
歩
道

柵
、
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
、
ガ
ー
ド
レ

屋
外
広
告
の
設
置�

は
登
録
業
者
に�

依
頼
し
ま
し
ょ
う�

屋
外
広
告
物
っ
て
？

屋
外
広
告
物
と
は
、
常
時

ま
た
は
一
定
期
間
継
続
し

て
、
屋
外
で
公
衆
に
対
し
て

表
示
す
る
看
板
、
立
看
板
、

は
り
紙
、
は
り
札
、
広
告
塔
、

広
告
板
、
屋
上
広
告
物
、
壁

面
広
告
物
な
ど
を
い
い
ま

す
。吉

岡
町
で
屋
外
広
告
物
を

表
示
す
る
場
合
は
、
群
馬
県

屋
外
広
告
物
条
例
に
よ
り
知

事
の
許
可
が
必
要
で
す
。
渋

川
土
木
事
務
所
へ
申
請
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

簡
易
な
も
の
に
つ
い
て

は
、
許
可
手
続
き
が
不
要
な

場
合
も
あ
り
ま
す
。
（
祭

典
・
縁
日
・
年
中
行
事
の
た

め
に
一
時
的
に
表
示
す
る
も

の
、
公
共
掲
示
板
に
地
方
公

共
団
体
の
規
程
に
従
っ
て
表

示
さ
れ
る
広
告
物
な
ど
）

詳
し
く
は
お
問
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

許
可
基
準�

表
示
で
き
な
い�

も
の
も
あ
り
ま
す�

許
可
の
受
け
方�

手
数
料
は
？�


